
第84号　湯沢町議会だより 

　
会
に
も
職
員
を
参
加
さ
せ

て
は
。
 

 
…
町
長
と
相
談
す
る
。
 

 
…
ア
ン
ケ
ー
ト
を
職
員
が

直
接
配
る
の
で
は
、
生
の

意
見
が
出
な
い
の
で
は
な

い
か
。
 

 
…
役
場
の
取
り
組
み
を
知

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
配

布
す
る
地
域
に
つ
い
て
は

検
討
す
る
。
 

5
　
ゴ
ミ
の
収
集
実
績
お
よ

び
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
導
入

の
検
討
状
況
に
つ
い
て
調

査
を
行
っ
た
。
 

　
可
燃
ゴ
ミ
の
収
集
は
平
成

17
年
度
5
千
300
ｔ
と
対
前
年

度
99
％
で
微
減
に
止
ま
っ
て

い
る
。
広
域
で
の
処
理
費
は

1
万
8
千
円
／
ｔ
の
経
費
が

か
か
っ
て
い
る
。
生
ゴ
ミ
処

理
機
118
台
、
コ
ン
ポ
ス
ト
千

300
台
を
町
の
補
助
で
導
入
さ

れ
て
い
る
。
 

　
生
ゴ
ミ
を
減
量
す
る
一
つ

の
方
法
と
し
て
、
デ
ィ
ス
ポ

ー
ザ
ー
を
導
入
す
る
為
の
調

査
を
平
成
18
年
度
予
算
で
実

施
す
る
。
生
ゴ
ミ
は
減
っ
て

も
特
別
会
計（
下
水
道
会
計
）

が
上
が
る
よ
う
で
は
導
入
の

意
味
が
な
い
。
 

□
委
員
よ
り
 

 
…
コ
ン
ポ
ス
ト
の
設
置
を

も
っ
と
積
極
的
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。
 

 
…
機
会
あ
る
毎
に
広
報
し

た
い
。
 

 
…
生
ゴ
ミ
処
理
機
は
使
わ

れ
て
い
な
い
。
追
跡
調
査

は
し
て
い
る
の
か
。
 

 
…
特
に
調
査
は
し
て
い
な

い
。
 

 
…
住
民
課
と
し
て
生
ゴ
ミ

減
量
化
の
検
討
と
し
て
、

地
区
別
に
大
型
生
ゴ
ミ
処

理
機
の
検
討
は
し
て
い
る

の
か
。
 

 
…
集
落
毎
の
処
理
は
考
え

て
い
な
い
。
 

  
開
会
中
の
委
員
会
審
査
 

　
平
成
18
年
12
月
13
日（
水
） 

●
議
案
第
85
号
 

・
新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
設
置
に
つ
い

て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
平
成
20
年
4
月
か
ら
75
歳

以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
新

た
な
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
市
町
村
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
の
事
務
処
理
を
処
理

す
る
た
め
、
都
道
府
県
単
位

で
、
全
て
の
市
町
村
が
加
入

す
る
広
域
連
合
を
設
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
市
町
村
は
保

険
料
の
徴
収
や
被
保
険
者
証

の
引
渡
し
等
の
窓
口
業
務
を

行
う
こ
と
に
な
る
。
 

●
議
案
第
86
号
 

・
湯
沢
町
手
数
料
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
平
成
5
年
か
ら
国
土
調
査

を
開
始
し
て
か
ら
14
年
が
経

過
し
、
土
樽
地
区
も
数
年
で

終
了
の
予
定
で
あ
る
。
多
く

は
事
業
者
の
利
用
と
な
る
が
、

数
値
デ
ー
タ
ー
の
活
用
と
し

て
需
要
も
多
く
な
る
こ
と
か

ら
、
手
数
料
の
設
定
を
す
る

も
の
で
あ
る
。
 

●
議
案
第
88
号
 

・
湯
沢
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
管
理
職
手
当
て
の
額
を
、

職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に

お
け
る
最
高
の
号
給
に
改
め

る
。（
湯
沢
町
は
定
額
と
な
っ

て
い
る
の
で
影
響
は
出
な
い
） 

扶
養
親
族
1
人
に
つ
き
6
千

円
に
改
め
る
。
 

●
議
案
第
89
号
 

・
湯
沢
町
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
平
成
18
年
10
月
1
日
か
ら

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
療
養
病
床
に
入

院
し
て
い
る
70
歳
以
上
の
高

齢
者
に
つ
い
て
「
入
院
時
食

事
療
養
費
」
に
住
居
費
が
加

わ
り
「
入
院
時
生
活
療
養
費
」

と
し
て
給
付
さ
れ
る
。
そ
れ

に
伴
い
「
入
院
時
生
活
療
養

費
標
準
負
担
額
」の
う
ち
、「
入

院
時
食
事
療
養
費
標
準
負
担

額
相
当
分
」
に
つ
い
て
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

●
議
案
第
90
号
 

・
湯
沢
町
ひ
と
り
親
家
庭
等

の
医
療
費
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
平
成
18
年
10
月
1
日
か
ら

健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
療
養
病
床
に
入

院
し
て
い
る
70
歳
以
上
の
者

に
つ
い
て
「
入
院
時
食
事
療

養
費
」
が
廃
止
さ
れ
て
、
食

事
お
よ
び
住
居
費
が
原
則
自

己
負
担
と
な
る
「
入
院
時
生

活
療
養
費
」
が
創
設
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
 

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
事
業
（
県
親
）
で
は
、

入
院
時
食
事
療
養
費
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
所
持
者
に

対
し
て
、
標
準
負
担
額
全
額

を
助
成
し
て
い
る
が
、
10
月

以
降
、
療
養
病
床
に
入
院
す

る
「
入
院
時
生
活
療
養
費
」

対
象
者
に
つ
い
て
も
助
成
を

行
う
た
め
、
町
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

●
議
案
第
91
号
 

・
湯
沢
町
課
設
置
条
例
の
全

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
 

□
審
査
の
結
果
 

　
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
。
 

　
湯
沢
町
課
設
置
条
例
の
全

部
改
正
で
あ
る
。
肥
大
化
し

た
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た

め
に
膨
ら
ん
だ
11
課
1
事
業

所
1
局
3
室
33
係
を
8
課
1

局
20
班
と
し
、
参
事
、
課
長

補
佐
、
副
参
事
、
係
長
、
主

任
制
度
を
廃
止
し
、
課
の
中

に
行
政
分
野
別
に
20
班
を
置

き
、
班
の
中
に
業
務
責
任
者
 


